
第24自営漁法会風為jえ遠め3造大会
内催委項

久間米市、紫謀ItJi其全同l白'î~交i主的弓道大会実行委員会

西 11本新聞社、福|川県弓道連叩、 久間米市教育委員会

(公財)久間米市スポーツ協会、(公財)久間%観光コ ンベンショ ン閏|際交流協会

総務省、 スポーツ庁、(一財)地域活性化センター、

(公財)全日本づ道辿盟、(公財)全凶高等学校体育辿盟、

(公財)全凶高等学校体育辿盟づ道専門部、令:九州、|づ道辿盟辿:合会、

福岡県教育委以会、福岡県高等学校体育辿盟、 真木和泉守保臣先生顕彰会

福岡県筑後地灰づ道辿:盟

水メJR 他

令和4年 8月 20日(土)、 21日(日)

久留米アリーナ (干830-0003 福岡県久留米山東櫛原町 170-1)

8片 20日(十:) *州場ブロ ックごとに受付時間を指定します。

[受付場所]久留米アリ ーナ ，再敷き武道場

9. 競技開始 8Ji20日(十:) 8時 30分から

1. 主催

2. 共催

3. 後援

4. 十;管

5. 協賛

6. 期日

7. 会場

8.受付

10. 大会 11稗

会 場期 11 時間 内容

1日H終了

開場

一予選16Jrt'腕射

決勝トーナメン ト抽選

競技開始

順位決定後表彰式

------11 : 20 (予定) I大会日在終了

7 : 30 

8 : 20------8 : 30 

8 : 30------

〔午前〕

8月 2011 (上)

〔午後〕

------17:00 (一予定)

8: 00 

9: 00 

8月 21 11 (11) 
9 : 20 ------
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*競技 11科は参加申し込みの状況で、変更をする場介があ ります。



11. 競技内存

( 1 )楯類

( 2 ) 荷 11

(:-3 )挿[ 5)IJ 

(4 ) 参加入片

同体競技

遠的競技

高校男寸この部・ 高校友一千の部

選手3名 ・補欠 1名・ l覧仔 1!ri

12.参加資格

( 1) 1参加資格選同基準 (5ページ)で定められたブロック併の校数以内で、各都道府県予選及びl也

医大会等の成績 H立校で、都道府県づ道辿:盟会長又は、各ブロックづ道辿盟迎合会長が承認した

山i校生

( 2 )ただし、次にJ告げるん作~J7:校については、主催者推薦作と して優先山場を認める。

日ij回開催大会決勝トーナメント進山校

日ij年度 「全同|山j等学校総什体育人ー会弓道競技大会J1全同l白i等学校弓道選抜大会」の凶体の古11

上位8校

( 3 )山場する選子は、あらかじめ健康診|析を受け、在J7~する 'γ:校長の求認を必要とする。

13. 競技上の規定及び方法

( 1 ) (公財)全11本弓道連問弓道競技規則及び (公財)全同山i等学校体育連加弓道競技規則による。

( 2 ) 行射は立射で行う。

( 3 ) 種目は遠f内競技(射距離 60m、直径 1OOcmの霞的、(1'-]中制、標的の中心は地上 97cm、傾斜

1 51度)とする。

ア.予選は 1同体 24射 (各自4射 21川1)を行い、的巾数の 上位から順次、男友各8同体を通過とする。

イ.決勝は トーナメント法で、的中数により順位を決める。決勝 トーナメン ト戦は、1同体 12射(各

向4射 11111)とする。

ウ. IriJ中の場合、 1同体3射(各自 1射)の競射を行う。競射の 1本 11は予備矢から使用する。

(4 ) 牟盟鎧翌

各ブロック予選前に公開練宵を行なう。

( 5 ) 時間制限

1同体 12射の場合は、 6分以内とし、 5分:-30秒でチ鈴の合同を行う。

( 6 ) づ只ーは日本づ只を使用すること。

遠的競技の為、原則として遠的矢を使用する こと。

(7) 選手は4矢の他に 川市矢を 2木用意すること。 |υl中競射の1木Hは川市欠から使用する。

( 8 ) 選干交代 *(公財)全同尚等学校体育連問弓道競技規則による

ア.選子交代はそ央録選手 (4名)以外認めない。

イ.予選 ・決勝トーナメ ン ト合め、交代は 4固までできる。ただし第 4持主に人るまでに大会本音11に

而けること。

ウ.而山は所;ιの用紙で、監督が提山すること。

エ 交代した選干の内:山場は認める。

( 8 )参加申込書に記載した立JI凶は変更することができない。

( 9 )予選の立JI恒及び決勝 トーナメ ン ト戦の組介せは、夫行委員会において抽選によ り決定する。
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，
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14.表彰

( 1 ) 上位8阿体を表彰する。優勝 (1同体)・2位 (1同体)・3位(2同体)・5位 (4同体)

( 2 ) 優勝同体には、優勝旗、優勝カップ(次[II[大会で返還) を授与する。

15.参加巾込みノ1-;0法

( 1 ) 巾込みんム法

巾込みは、下記のいずれかのんム法にて巾 し込むこ と。

①電一千データによる巾込

別紙参加巾込書に必要頃[[を入カ後、「都道府県づ道辿盟会長Jおよび 「各ブロック づ道述盟辿

合会長」に屯了ーデータを送信するこ と。

各ブロック弓道連出連合事務局は、取り纏めた電子データを次の(2 )に示すメールアドレスに

FE下メールで送信すること。

② 紙での参加申込書による申込

別紙参加申込吾に必要項目 を記入後、「都道府県弓道連間会長Jムくは 「各ブロック弓道連叩!連合

会長」の示認を得てから (2 )の申込先山に郵逆にて申込むこ と。

申込先

【メールアドレス]taiikusp@city.kurume.lg.jp 

【郵送]〒830-0042 福|川県久間米市作品町 11 -1 (荘品体育館内)

紫灘肱全同Iらtj~交速がJ弓道大会:k行委員会事務局(久間米市市民文化部体育スポーツ課内)

( 2 ) 

TEL 0 9 4 2 -3 0 -9 2 2 6 FAX 0 9 4 2 -3 8 -2 2 5 9 

令和4年7月4日(月) 当日消印有効。(締切日厳守)巾込締切日(:-3 ) 

16.参加料

1チーム 10，000円

金 融 機 関 名
らく f しんよう 詐 ん 、 しらやままち してん

筑後信用金庫 白山町支居

預 /且¥ム 種 日IJ 普通預金

口 座 番 ア仁ヨ3「 1017859 

座 名 主季主五旨 人 紫した灘 ん旗さこ高う校こうき弓ゅう道どうた大いか会し、実じっ行こう委いい員んか会い
代 表者

まさ ひ ろさ

口 真木啓樹

住 所 久留米市荘島町 11 -1 

[振込先口座]

*振込A名義EJ主必支Iきち誌名」一室広島支三J玄室日旦ー

[参加料納入期限】

令和4年 7月 19日

[その他]

JJTf\I) コロナウイルス感染症の拡大状況、 その他イベ慮の事態により 人ー会を中止 した場合は、 必~:経費を

芳 し引き返金致します。

(金)まで。(火)から令和4年7月29日

司
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17. その他

( 1 ) 監将行会議

¥f順決定後に送付する事前辿絡丈書に|叶王、lして吉而で開併 します。

監仔-(i.会議資料に関する質問はメ ールにて受付け、 1"1答を取りまとめて参加校令:l:-1に

メールにて返信します。

( 2 ) 予選の|叶巾競射について

一予選の結果、決勝トーナメント進出校が 8チームに定まらない場合は、 8月 21日(日)9時より

進出校決定の為の|口11寸競射を行う。そのため、一予選終了後に1riJ巾脱射の対象チームには別途監仔-(i

へ電話辿絡を行います。

( 3 ) 決勝トーナメント抽選会

11 叫 8月 2 1日 (日) 9時 2 0分

場 所 弓道場

(4 ) ぷ彰式

11 n与 8月 2 1日(日)

決勝トーナメント 1回戦終 f後および決勝トーナメン ト終 f後に執り千戸、ます。

(競技の進行によ り変更あり)

場 所 弓道場

( 5 )注志事項

①競技中の疾病・傷宵などへの応急対応は、主催者側で行うがその貞は負わない。

参加者は健康保険証を持参すること。 (参加者はスポーツ安全保険に加入することが望ま しし、)

② l政仔は、学校長の認める指導-(i.とし、それが外部指導-(i.の場合は、傷当 ・賠償責任保険に加入 して

いることを条件とする。

③ 服装について

競技・表彰式においてはづ道衣を着用のこ止。

④ 何人仙報について

参加巾込書に記載される何人仙報について、プログラムならびに大会報告書等へ、学校名、氏名、

学年、 記録などを公表、 記載させていただきます。

また、主催寸;?で、撮影を行った選手等の写真については、大会PR用のチラシ ・ポスター ・ホームペ

ージ等へ使用させていただきますので、 あらかじめご、了承順います。

⑤参加者は 「令和4年度 第 24回紫灘旗全国高校遠的弓道大会新型コロナウイルス感染症対策ガイ

ドライン」を事前に確認しておくこと。

( 5 )新司1)コロナウイルス感染症に関する対応について

(4 )⑤の新刑コロナウイルス感染症対策ガイドラインを山場選手全員に同知し徹庶を凶ること。

ガイドラインに違反する行動があった場介には、大会への参加は認めない。

-4-



|紫灘旗全国高校遠的弓道大会「参加資格選出基準」令手畔度(第24回大会I
代表校選出区分肉親について

男女とも、各フ、ロック単位で、出場校数を決定する(都道府県単位ではない)。また出場校数は、次の(1)-(2)により決定する。• 
なお、感染症拡大防止対策により出場校数を制限するため令和4年度は特例として「参加資格選出基準』を変更していることに

(1)、li大会の前回|井l催時(令和式年度)決勝トーナメント進出校(8校)及び、li該年度の前年度に|井|催される全同高等学校総合体1

弓道競技大会、全凶高等栄校弓道出抜大会の卜JH;T:の郎の げ立8校については、十;イ持者推薦枠とする。

留意願いたい。

(2)男ムーとも各フ守口ック内の都道府県の数X1佼まで選問することができる。

※例・・・関東は8県X1校二8校(男子8校、 y:T8校)

*令ゐ凶高等学校体育連盟弓道専門~MII盟実施校数に)，t;じて各ブ、ロックご、とに追加してし、た{I\場高校数は今人会に限り追加しなし

上記選出基準による令和4年度の各フ、ロック代表校数について(最大選出数)

*注)代表校選出数は、都道府県単一杭で、はなく各ブ、仁Iック月IJの数となっています。各都道府県から何校選出するかについては、

各ブ、ロック内で、調整をお願いします。
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令和4年度 第 24回紫灘旗全国高校遠的弓道大会

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

令和4年 5月 16日

紫灘旗実行委員会

ガイドライン

1. 出場校の選抜について

-来場者数の縮減、大会時間の縮減を図るため、今大会に限り出場枠数を縮小する。

(各地方ブロックの選出高校数の縮減)

・参加申込書の提出を変更(追加)する。書面での申込に加え、電子メールを用いたデータでの申

込方法の導入を行い、接触機会の縮減及び簡素化を図る。

・参加校の縮小(例年90校程度 → 7 0校程度)

2. 立順抽選について

[これまで]

・参加校全校を対象に立順抽選を行う。

[令和4年度大会]

・立順を2ブロックに分け、ブロック毎に立順抽選会を行う。

-会場からの距離が近いブロックを前半に、 距離が遠い(来場に時間がかかる)ブロック を後半に

する。

3. 競技日程について

-開会式、矢渡し、閉会式を中止する 0

.表彰式は内容を簡略化して行う。

-監督者会議は事前に書面で行う こととする。

-会場の長時間滞在の抑制(来館の時間指定、大人数が一堂に会する機会をなくす)

・マスク着脱の機会の縮減(選手は会場での昼食を取らない)

-大まかな大会日程の変更は下記のとおり

[これまで]

・土曜日当受付、公開練習、監督者会議、開会式(矢渡し)

-日曜日当 予選(午前)、 決勝トーナメ ント(午後)、表彰式、閉会式

[令和4年度大会]

-土曜日ヰ受付、公開練習、予選

・日曜日 当決勝 トーナメン ト、 表彰式

eo 



4. 参加者の入館について

-予選は立川頁に沿って入館できる時間帯をブロ ック毎に設定し、入場者数の制限を行う。

-競技後は速やかに片付け、退館するよ うに促すの

-予選結果は久留米市ホームページ等で公開 し、決勝出場校には監督者に電話連絡する。

-体調不良者(発熱、 咽頭痛、倦怠感、嘆覚味覚異常等がある者)は入場を控える。

-次の事項に該当する者は大会会場への来場を見合わせること。

①体調不良者

②新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がある者

③同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる者

5. 受付について

-入館前の消毒、入り口での検温、マスクの着用を徹底する。

-入館時に検温をする。

-検温の結果、37.5''C以上の人は外で待機し再検温(高温が続く場合は接触体温計で計測)

複数回計っても高温の人は入場を控える。

-受付場所をロ ビーから畳敷き武道場(選手控室)へ変更。(入口付近の密回避のため)

(受付ではプログラム配布、 IDカード付与、体調チェツクシートの回収を行う)

-プログラム、Tシャツ、タオル等の販売はロ ビーで行う。

(出来るだけ事前申込(振込)を推奨し、当日の金銭の授受を減らす)

6.選手控室について

-畳敷き武道場を全面開放する。

-場内に消毒液、ペーパータオルを設置し、各自消毒を行う。

-定期に窓を聞けて換気を行う。

-更衣室の入場者数制限を設け、密を回避する。

-出来るだけ更衣を済ませて来るなど、 事前に協力要請を行う。

7. 監督者会議について

-監督者会議は当日行わない。事前にメールで資料送付するO

-期限を設けて質問取りまとめを行い、回答も事前に参加校全校に行う。

-監督変更は受付時までとする。(これまでは監督者会議まで)

8. 開会式について

-開会式は行わないの(開会宣言のみ)

-競技上の注意は事前に書面によることとする。

-祝辞、祝電はロビーに掲示する。

-矢渡しは行わない。

9.公開練習について

-公開練習を各ブロックの予選開始前に実施する。

(男子Aブロック公開練習斗1立目当2立目当女子Aブロ ック公開練習当 1立目当2立目当男子

Bブロ ック公開練習ヰ 1立目 …の要領で行う)

-巻き藁練習場を板張り武道場内に設置する。

ー7-



10. 競技について

-弓道場内の入場者数を制限する。

-控室は席の間隔を広く とるの

-弓道場内の控室を一部大研修室内に設けるの

-原則と してマスク着用を義務付け、弓道場内からマスクを外すことを許可する。

(マスクを外してからは特に私語厳禁とする。外したマスクはケース等に人れ監督者が一指して

管理する。)

1 1. 射場内について

-先に入場している選手が退場してから、次の選手が入場する。

-スタップは全員マスク着用をする。

1 2.審判員について

-弓道場内の人数制限のため、スタッフの数を縮小する。

-看的室はスタッフが代わる際に換気を行い、手が触れた部分は消毒液で清拭する。

1 3. スタッフについて

-朝の集合時に従事者全員の体調確認を行う。

-スタッフの役割分担については出来る限り人数を縮小する。

-矢取は手袋を着用するか、取矢ごとに手を消毒する。

-共用備品については使用するスタップが変わるたびに消毒する。

14.応援について

-原則として無観客とする。

1 5. 閉会式について

-閉会式は行わず表彰式のみ内容を簡略化して行う。(成績発表は行わない)

16. その他

-大会開催後 2週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽十生と診断された場合は、大会事務局へ

速やかに報告する こと。

-出入り口(弓道場、各武道場、大研修室の出入り口も含む)には消毒液を設置する。

-施設内の動線を示し、人の滞留を防ぐ。

-大会中は昼食時間を設けない。

-大会参加者専用の飲食場所は設けない。
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17.大会開催可否の判断について

〔令和4年度〕

大会 1か月前の日(7月 19日(火))を判断日とし、大会 2週間前の日 (8月 5日 (金)) (以下、

「基準日Jとしづ。)が次の場合は、中止の判断を行 うこととする。

①基準日が、緊急事態宣言の期間中である場合は中止

②基準日が、まん延防止等重点措置(または県独自措置)の期間中である場合は中止

③その他新型コロナウイルス感染症に起因する事象によ り大会の開催が困難と想定される場合は

中止
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